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入居者移転支援業務関連書類一覧 

 

第３ 移転に関する事前業務 （項目番号は要求水準書本編と対応（以下同じ）） 

１ 事前説明会の開催業務 

事前説明会開催前に配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

開催案内 

（事前説明会） 
事業者作成 

事前説明会開催

２週間前 

事前説明会の開催日時・場所等をお知らせ

する書類 
 

 

  事前説明会時に配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

事前説明会資料 事業者作成 事前説明会開催時 

建替計画や移転等の概要及びスケジュール

等に関する事前説明資料を作成する。（市の

定める条件を基に事業者が作成する。） 

①事業者は、事前説明会の１か月前までに作成する。 

②事前説明会で配付する。 

 

２ 移転に関する意向調査業務 

移転に関する意向調査業務に配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

移転意向調査確認書 事業者作成 
事前説明会開催後 

２ か 月 以 内 

移転先、移転時期予定日、移転意向、家族構

成、移転対象人数等の対象入居者の移転に

関する意向確認を行う書類。（市の定める条

件を基に事業者が作成） 

 

  



2 

 

第４ 仮移転支援業務 

３－⑴ 仮移転に関する説明実施業務 

仮移転に関する説明実施業務で配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

仮移転説明資料 事業者作成 
仮移転に関する

説明実施時 

仮移転手続き、仮住居の選定方法、仮移転条

件・賃貸借契約の手順、引越しの方法等に関

する説明資料を作成する。（市の定める条件

を基に事業者が作成する。） 

①事業者は、仮移転者に対して行う仮移転に関する説明

の１か月前までに作成する。 

②個別訪問又は説明会で配付する。 

 

３－⑵ 仮移転に関する希望確認 

 【仮移転開始前業務関連書類】 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

仮移転承諾書 市様式 仮移転先決定後 

仮移転者が仮移転の条件（移転期日、移転

先、仮住居先等）に基づき仮移転することを

承諾する書類 

①事業者は、仮移転開始前までに仮移転者が記入・押印し

た書類を受け取る。 

②事業者は、仮移転先決定後、移転時期の調整及び仮移転

料を算定する。 

③事業者は本承諾書を本事業契約終了まで保管する。 

市営住宅入居申込書※ 市様式 仮移転先決定後 
仮移転に伴う市営住宅の入居申込書類で、

仮移転者の世帯構成等を報告するもの 

①事業者は、仮移転者が記入・押印した書類を移転前に受

け取り、速やかに市に提出する。 

②事業者は申込書に記載された世帯に市が把握する者が

含まれていない場合、また、把握していない者が含まれ

ている場合は、市と協議のうえ、必要な手続きを行う。 

市営住宅入居誓約書 

（２部）※ 
市様式 仮移転先決定後 

仮移転先が桃陵市営住宅又は他の市営住宅

の場合、入居における遵守事項に誓約する

書類 

事業者は、仮移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

（１部は入居者に保管させる。） 

市営住宅明渡届※ 市様式 仮移転先決定後 
仮移転者が、移転前の住戸を返還するため

の届出書類 

①仮移転者に、仮移転前に配付する。 

②事業者は、仮移転者が記入・押印した書類を仮移転前に

受け取る。 

③事業者は、必要事項を記入し、速やかに市に提出する。 
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

京都市市営住宅家賃等 

口座振替依頼書※ 
市様式 仮移転先決定後 仮移転先の家賃の口座振替の依頼書 

事業者は、仮移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

緊急連絡先届出書※ 市様式 仮移転先決定後 仮移転者の緊急連絡先を届け出る書類 
事業者は、仮移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

鍵受領書 市様式 仮移転先決定後 
仮移転先の住戸の鍵を受領したことを届け

出る書類 

事業者は、仮移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

 ※ 市から受け取った書類を使用する。 

 

３－⑶ 各戸訪問 

関連書類なし 

 

３－⑷ 仮住居等の状況把握 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

建替一時転出報告書 市様式 
仮移転支援業務

期間中 

仮住居の決定状況（仮移転者氏名、賃貸借契

約開始年月日、仮移転先の住所等）を市に報

告する書類 

事業者は、仮住居への入居が決定次第、市に報告する。 

 

３－⑸ 仮住居等の確保等に対する支援 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

賃貸借契約書 
賃貸人所定の

書類 

賃貸借契約 

締結時 

仮移転者と賃貸人の賃貸借条件を定めた契

約書（入札公告時に公表する事業契約書

（案）で提示する事項を反映すること） 

 

仲介手数料請求書 
仲介業者所定

の書類 

賃貸借契約 

締結後 
仲介手数料支払い請求書 

①事業者は、仲介業者から受領する。 

②事業者は、速やかに支払いを行う。 

仲介手数料領収書 仲介業者所定 仲介手数料 仲介手数料の領収書 事業者は、仲介手数料の支払後に、仲介業者から受領し、
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

の書類 支払い後 入居者移転支援実費請求手続きの証拠書類として市に提

出する。 

民間借家契約依頼票 市様式 
賃貸借契約 

締結前 

仲介外対象者の希望仮住居が決定した場

合、事業者にその旨を通知する書類。本票を

基に、契約条件を事業者が審査し、適切と判

断した場合は賃貸人との契約手続きに着手

する。（仲介外対象者がいる場合） 

①事業者は、仲介外対象者から受領する。 

②契約条件を審査する。 

③事業者は、審査結果を仲介外対象者に通知する。 

 

３－⑹ 仮住居（その他住棟及び他の市営住宅）の整備 

関連書類なし 

 

３－⑺ 引越支援業務 

関連書類なし 

 

３－⑻ 仮移転料及び仮移転協力金の支払い 

ア 移転前（仮移転料） 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

仮移転承諾書 

（再掲） 
市様式 

仮移転先 

決定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

仮移転料及び仮移転協力

金振込口座申請書 
市様式 

仮移転予定日 

決定後 

仮移転者が、仮移転料及び仮移転協力金を

受け取るための、振込口座申請書類 

①事業者は、仮移転者に、仮移転予定日決定後に配付す

る。 

②事業者は、仮移転者が記入・押印した書類を仮移転前に

受け取る。 

仮移転料請求書 市様式 
仮移転予定日 

決定後 

仮移転者が、事業者に仮移転料を請求する

書類 

①事業者は、仮移転者に、仮移転予定日決定後に配付す

る。 
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

②事業者は、仮移転者が記入・押印した書類を仮移転前に

受け取る。 

③事業者は、速やかに仮移転料を仮移転者の振込口座に

振り込む。 

※ 仮移転協力金の請求時、振込口座に変更が無ければ、再度受領する必要はない。 

 

イ 移転後（仮移転協力金） 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

仮移転協力金請求書 市様式 仮移転完了後 
仮移転者が、事業者に仮移転協力金を請求

する書類 

①事業者は、仮移転者に、仮移転完了後に配付する。 

②事業者は、仮移転完了後に受け取る。 

③事業者は、仮移転が完了したことを現認した後、仮移転

者が記入・押印した書類を受領し、速やかに仮移転協力

金を仮移転者の振込口座に振り込む。 

仮移転完了届 市様式 仮移転完了後 仮移転が完了したことを市に届ける書類 

①事業者は、仮移転者に、仮移転完了後に配付する。 

②事業者は、仮移転が完了したことを現認した後、仮移転

者が記入・押印した書類を仮移転者から受け取る。 

③事業者は本届を本事業契約終了まで保管する。 

 

３－⑼ 仮移転中の入居者対応 

関連書類なし 

  



6 

 

第５ 先行本移転支援業務 

３－⑴ 入居手続支援 

 【先行本移転開始前業務関連書類】 

書類名称 様式 実施時期 内容  

本移転承諾書 市様式 
先行本移転先 

決定後 

先行本移転者が先行本移転の条件（移転期

日、先行本移転先等）に基づき先行本移転す

ることを承諾する書類 

①事業者は、先行本移転開始前までに先行本移転者が記

入・押印した書類を受け取る。 

②事業者は、先行本移転先決定後、移転時期の調整及び本

移転料を算定する。 

③事業者は、本承諾書を本事業契約終了まで保管する。 

市営住宅入居申込書※ 

（再掲） 
市様式 

先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

市営住宅入居誓約書 

（２部）※ 

（再掲） 

市様式 
先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

市営住宅明渡届※ 

（再掲） 
市様式 

先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

京都市市営住宅家賃等 

口座振替依頼書※ 

（再掲） 

市様式 
先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

緊急連絡先届出書※ 

（再掲） 
市様式 

先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

鍵受領書 

（再掲） 
市様式 

先行本移転先決

定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

※ 市から受け取った書類を使用する。 

 

３－⑵ 引越支援業務 

関連書類なし 
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３－⑶ 本移転料及び本移転協力金の支払い 

ア 移転前（本移転料） 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転料及び本移転協

力金振込口座申請書 
市様式 

先行本移転 

予定日決定後 

先行本移転者が、本移転料及び本移転協力

金を受け取るための、振込口座申請書類 

①事業者は、先行本移転者に、先行本移転予定日決定後に

配付する。 

②事業者は、先行本移転者が記入・押印した書類を先行本

移転前に受け取る。 

本移転料請求書 市様式 
先行本移転 

予定日決定後 

先行本移転者が、事業者に本移転料を請求

する書類 

①事業者は、先行本移転者に、先行本移転予定日決定後に

配付する。 

②事業者は、先行本移転者が記入・押印した書類を先行本

移転前に受け取る。 

③事業者は、速やかに本移転料を先行本移転者の振込口

座に振り込む。 

※ 本移転協力金の請求時、振込口座に変更が無ければ、再度受領する必要はない。 

 

イ 移転後（本移転協力金） 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転協力金請求書 市様式 
先行本移転 

完了後 

先行本移転者が事業者に本移転協力金を請

求する書類 

①事業者は、先行本移転者に、先行本移転完了後に配付す

る。 

②事業者は、先行本移転完了後に受け取る 

③事業者は、先行本移転が完了したことを現認した後、先

行本移転者が記入・押印した書類を受領し、速やかに本

移転協力金を先行本移転者の振込口座に振り込む。 

本移転完了届 市様式 
先行本移転 

完了後 

先行本移転が完了したことを市に届ける書

類 

①事業者は、先行本移転者に、先行本移転完了後に配付す

る。 

②事業者は、先行本移転が完了したことを現認した後、先

行本移転者が記入・押印した書類を受け取り、内容確認

のうえ、本届を市に提出する。 
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第６ 賃貸借契約等の支援に関する業務 

３－⑴ 賃貸借契約の締結支援 

【賃貸借契約の締結支援関連書類】 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

賃貸借契約書 
賃貸人所定

の書類 

賃貸借契約 

締結時 

仮移転者と賃貸人の賃貸借条件を定めた契

約書（入札公告時に公表する事業契約書

（案）で提示する事項を反映すること） 

事業者、仮移転者、賃貸人が契約を行う。 

直接協定書 市様式 
賃貸借契約 

締結時 

民間借家の賃貸借契約が市の事業の一環と

して実施することに加え、家賃等の立替え、

賃借人に基づく事由に関すること、保証金

等の返還手続き等に関する内容を定めた書

類 

事業者は、市と賃貸人が締結するため、書類の授受等を行

う。 

 

３－⑵ 仮移転者名簿の作成 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

仮移転者名簿 事業者作成 
賃貸借契約 

締結後 

仮移転者の氏名、仮移転先の住所及び連絡

先等を示す名簿 

①事業者は、賃貸借契約書等を基に作成する。 

②事業者は、市に１部提出し、１部保管する。 

 

３－⑶ 保証金（敷金）及び礼金等の支払い支援（民間借家） 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

賃貸借契約書 

（再掲） 

賃貸人所定

の書類 

賃貸借契約 

締結時 

「第６-３-⑴賃貸借契約の締結支援」を参

照 
「第６-３-⑴賃貸借契約の締結支援」を参照 

保証金(敷金)等請求書 
賃貸人所定

の書類 

賃貸借契約 

締結時 
保証金（敷金）及び礼金等の支払い請求書 

①事業者は、賃貸人から請求があった場合、速やかに支払

う。 

②事業者は、本事業契約終了まで本書類を保管する。 
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

保証金(敷金)等領収書 
賃貸人所定

の書類 

保証金(敷金)及び

礼金等の支払い後 
保証金（敷金）及び礼金等の領収書 事業者は、本事業契約終了まで保管する。 

 

３－⑷ 賃貸借契約期間中の業務 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

賃料領収書 

(民間借家) 

賃貸人所定

の書類 

賃貸借契約 

締結期間中 
民間借家の賃料の領収書 

賃貸人から事業者に発行された領収書を、事業者は本事

業契約終了まで保管する。 

仮移転者負担 

賃料請求書 

事業者が 

作成 

賃貸借契約 

期間中 
民間借家の仮移転者負担賃料の請求書 

事業者は、仮移転者に、仮移転者負担賃料の請求書を発行

し、写しを本事業契約終了まで保管する。 

仮移転者負担 

賃料領収書 

(民間借家) 

事業者が 

作成 

賃貸借契約 

締結期間中 
民間借家の仮移転者負担賃料の領収書 

事業者は、仮移転者に、仮移転者負担賃料の領収書を発行

し、写しを本事業契約終了まで保管する。 

 

３－⑸ 賃貸借契約終了時の業務 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

保証金(敷金)返還金 

証明書 
市様式 

賃貸借契約 

終了時 

保証金（敷金）返還金の返還証明書。損害金

等、保証金（敷金）から控除される額も記載 

①事業者は、契約に基づき、保証金（敷金）返還金証明書

を賃貸人に請求する。（事業者が賃貸人の場合は事業者

が作成する。） 

②事業者は、本事業契約終了まで同証明書を保管する。 

損害金等請求書 
賃貸人所定

の書類 

賃貸借契約 

終了時 
損害金等に関する請求書 

①事業者は、契約に基づき賃貸人から請求された場合、速

やかに市と協議を行う。 

②事業者は、確定した請求額については賃貸契約書に基

づき対応する。 

③事業者は、本事業契約終了まで同請求書を保管する。 
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第７ 本移転支援業務 

３－⑴ 本移転説明会の開催 

本移転説明会開催前に配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転説明会開催案内 事業者作成 
本移転説明会 

開催２週間前 

本移転説明会の開催日時・場所等をお知ら

せする書類 
 

 

仮移転説明会時に配付する書類 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転説明会資料 事業者作成 
本移転説明会 

開催時 

本移転までの手続きや移転事務手続、移転

スケジュール等に関する説明資料を作成す

る。（市の定める条件を基に事業者が作成す

る。） 

①事業者は、本移転説明会の１か月前までに作成する。 

②本移転説明会で配付する。 

 

３－⑵ 入居申込書等の受理 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

市営住宅入居申込書 

※ 
市様式 

本移転説明会 

開催時 

本移転に伴う入居申込書類で、本移転者の世

帯構成等を報告するもの。 

①本移転者に、本移転説明会時に配付する。 

②事業者は、本移転者が記入・押印した書類を住戸抽選会

までに受け取り記載内容を確認のうえ、速やかに市に引

き渡す。 

③事業者は、申込書に記載された世帯に市が把握する者が

含まれていない場合、また、把握していない者が含まれ

ている場合は、市と協議のうえ、必要な手続きを行う。 

市営住宅入居誓約書 

（２部） 

※ 

市様式 本移転説明会時 
市営住宅への入居に当たって、法令等を遵守

する旨を誓約する書類 

①本移転者に、本移転説明会開催時に入居申込書とともに

配付する。 

②事業者は、本移転者が記入・押印した誓約書を入居説明

時に入居者から受け取る。（市保管分１枚・本移転者保管

分１枚） 
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

③事業者は、記載内容を確認のうえ、市保管分１枚を、速

やかに市に提出する。 

※ 市から受け取った書類を使用する。 

 

３－⑶ 内覧会の開催 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

内覧会開催案内 事業者作成 
内覧会開催の 

２週間前まで 

内覧会の開催日時、場所、注意事項、問い合

わせ先等を案内するもの 

事業者は、本移転説明会開催時に入居申込書とともに移

転者に配付する。 

 

３－⑷ 住戸抽選会の実施及び結果報告 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

住戸抽選会開催案内 事業者作成 
住戸抽選会の 

約３週間前までに 

住戸抽選会の開催日時、場所、注意事項、問

い合わせ先を案内するもの 
事業者は、住戸抽選会の３週間前に本移転者に配付する。 

入居部屋希望調書 事業者作成 
住戸抽選会前の 

約３週間前までに 
本移転者が希望する部屋を届け出る書類 

事業者は、住戸抽選会の３週間前に本移転者に配付し、回

収する。 

 

３－⑸ 入居手続業務 

【入居手続業務関連書類】 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転承諾書 市様式 本移転先決定後 

本移転者が本移転の条件（移転期日、移転

先等）に基づき本移転することを承諾する

書類 

①事業者は、本移転開始前までに本移転者が記入・押印

した書類を受け取る。 

②事業者は、本移転先決定後、移転時期の調整及び本移

転料を算定する。 

③事業者は、本承諾書を本事業契約終了まで保管する。 
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書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

市営住宅明渡届※ 

（再掲） 
市様式 本移転先決定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

住宅返還届 市様式 本移転先決定後 
本移転者が、仮住居（民間借家）を返還する

ための届出書類 

①事業者は、本移転者に本移転前に配付する。 

②事業者は、本移転者が記入・押印した書類を本移転前

に受け取る。 

③事業者は、必要事項を記入し、速やかに市に提出する。 

京都市市営住宅家賃等 

口座振替依頼書※ 
市様式 本移転先決定後 本移転先の家賃の口座振替の依頼書 

事業者は、本移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

緊急連絡先届出書※ 市様式 本移転先決定後 本移転者の緊急連絡先を届け出る書類 
事業者は、本移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

鍵受領書 

（再掲） 
市様式 本移転先決定後 

本移転先の住戸の鍵を受領したことを届け

出る書類 

事業者は、本移転者が記名、押印した書類を受け取り、速

やかに市に提出する。 

※ 市から受け取った書類を使用する。 

 

３－⑹ 各戸訪問 

関連書類なし 

３－⑺ 引越支援業務 

関連書類なし 

 

３－⑻ 本移転料及び本移転協力金の支払い 

ア 本移転開始前の業務 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転料及び本移転協力

金振込口座申請書 
市様式 

本移転予定日 

決定後 

本移転者が、本移転料及び本移転協力金を

受け取るための、振込口座申請書類 

①事業者は、本移転者に、本移転予定日決定後に配付す

る。 

②事業者は、本移転者が記入・押印した書類を本移転前に
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受け取る。 

本移転料請求書 市様式 
本移転予定日 

決定後 

本移転者が、事業者に本移転料を請求する

書類 

①事業者は、本移転者に、本移転予定日決定後に配付す

る。 

②事業者は、本移転者が記入・押印した書類を本移転前に

受け取る。 

③事業者は、速やかに本移転料を本移転者の振込口座に

振り込む。 

※ 本移転協力金の請求時、振込口座に変更が無ければ、再度受領する必要はない。 

 

イ 本移転完了後の業務 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

本移転協力金請求書 市様式 本移転完了後 
本移転者が事業者に本移転協力金を請求す

る書類 

①事業者は、本移転者に、本移転完了後に配付する。 

②事業者は、本移転完了後に受け取る 

③事業者は、本移転が完了したことを現認した後、本移転

者が記入・押印した書類を受領し、速やかに本移転協力

金を本移転者の振込口座に振り込む。 

本移転完了届 市様式 本移転完了後 本移転が完了したことを市に届ける書類 

①事業者は、本移転者に、本移転完了後に配付する。 

②事業者は、本移転が完了したことを現認した後、本移転

者が記入・押印した書類を本移転者から受け取る。 

③事業者は本届を本事業契約終了まで保管する。 

 

３－⑼ 移転期日の変更 

関連書類なし 

 

３－⑽ 入居指定日前の退去 

関連書類なし 
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第８ 退去者支援業務 

３－⑴ 退去支援 

【退去支援関連書類】 

書類名称 様式 実施時期 内容 手順 

住宅返還届 市様式 退去前 「第７-３-⑸入居手続業務」を参照 「第７-３-⑸入居手続業務」を参照 

市営住宅明渡届※ 

（再掲） 
市様式 本移転先決定後 

「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を

参照 
「第４-３-⑵ 仮移転に関する希望確認」を参照 

※ 市から受け取った書類を使用する。 


